
 

 

「給水方式の特例措置」の解説について 

 

（制定 昭和 56年７月 15日課長決） 

（最近改正 令和４年３月 30 日） 

 

 この規定は、大阪市水道事業給水条例施行規程第６条第３項のただし書「局長が必要と

認める場合」に基づき定められたものである。ここで、第１号「共同住宅に併設された店

舗等における直結給水方式」と第３号「受水槽方式の建物における直結方式」の適用範囲

について次のとおり解説する。 

 

１ 新設工事の場合 

  １建物のうち、第１項の条件に適合した全店舗が直結給水方式となるもの（図－Ａ部

分）。なお、同一建物内に直結給水方式の認められない店舗（図－Ｃ部分）があるときは、

工事申込み時に家屋所有者の誓約書（様式１）を徴し、Ａ部分の直結給水方式を認める。 

２ 改造工事の場合 

  前項によるもののはか、条件に適合した１店舗（図－Ｂ部分）が多量使用等のため、

受水槽方式を直結給水方式に改造する場合は、家屋所有者並びに他店舗の同意書の提出

あるものについて、Ｂ部分の直結給水方式を認める。 

３ 受水槽方式の建物は、停電等によりポンプ等が停止した場合、建物全体が断水となる

ことから、非常時の給水の確保を目的に非常用給水栓を給水装置の直圧部に設置する場

合に限り直結方式との併用を認める。 

なお、本方式による施工については、クロスコネクション防止の観点から非常用給水

栓はキー式水栓とし常用してはならないこと及び水質保全の観点から非常用給水栓の使

用にあたっては事前に滞留水の排水を十分に行う必要があることについて、給水装置工

事申込者に対し十分に説明し、理解を得たうえで行うものとする。 

 

附則 

この規定は、昭和 56年７月 15日から施行する 

附則 

この改正規定は、平成 10年４月１日から施行する。 

附則 

この改正規定は、令和元年６月５日から施行する。 

附則 

 この改正規定は、令和元年９月９日から施行する。 

附則 

 この改正規定は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

参考図 

 



 

 

（様式１） 

 

  年  月  日 

 

 

  誓  約  書（ 同 意 書 ） 

 

 

大阪市水道局長  

 

申請者 住所         

氏名         

同意者 氏名         

氏名         

氏名         

 

工事場所               区                   町           丁目 

 

上記場所における給水装置工事で「給水方式の特例」の適用にあたり、将来、これに関

して発生する一切の異議については、申請者並びに同意者の方で適宜処置することを誓約

（同意）いたします。 

おって本栓に対する権利移転の節は、承継者をして上記条件を遵守させます。 


